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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気泳動粒子を含み構成されている光制御素子と、
　該光制御素子を駆動するための電界効果型トランジスタと、を備え、
　該電界効果型トランジスタの活性層は、Ｉｎ―Ｚｎ―Ｇａ―Ｏ系酸化物、Ｉｎ―Ｚｎ―
Ｇａ―Ｍｇ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ―Ｚｎ―Ｏ系酸化物、Ｉｎ―Ｓｎ―Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｏ
系酸化物、Ｉｎ―Ｇａ―Ｏ系酸化物、及びＳｎ－Ｉｎ－Ｚｎ―Ｏ系酸化物のうちのいずれ
かである非晶質酸化物を有し、該非晶質酸化物の電子キャリア濃度が１０１５／ｃｍ３以
上、１０１８／ｃｍ３未満であり、
　該電界効果型トランジスタは、ゲート電圧無印加時のソース－ドレイン端子間の電流が
１０マイクロアンペア未満であり、電界効果移動度が２ｃｍ２／（Ｖ・秒）超であること
を特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記光制御素子が、可撓性樹脂基体上に設けられていることを特徴とする請求項１に記
載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記光制御素子が、光透過性基体上に設けられていることを特徴とする請求項１に記載
の画像表示装置。
【請求項４】
　前記請求項１～３のいずれか１項に記載の画像表示装置、放送受信装置、及び音声処理
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装置を有する放送動画表示機器。
【請求項５】
　前記請求項１～３のいずれか１項に記載の画像表示装置、中央プロセッサ、及び記憶装
置を有する一体型デジタル情報処理機器。
【請求項６】
　前記請求項１～３のいずれか１項に記載の画像表示装置、プロセッサ、及び記憶装置を
有する携帯型情報処理機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非晶質酸化物をトランジスタの活性層に利用した画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶やエレクトロルミネッセンス（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ：
ＥＬ）技術等の進歩により、平面薄型画像表示装置（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ：ＦＰＤ）が実用化されている。
【０００３】
　これらＦＰＤは、ガラス基板上に設けた非晶質シリコン薄膜や多結晶シリコン薄膜を活
性層に用いる電界効果型薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
：ＴＦＴ）のアクティブマトリックス回路により駆動されている。
【０００４】
　一方、これらＦＰＤのより一層の薄型化、軽量化、耐破損性の向上を求めて、ガラス基
板の替わりに軽量で可撓性のある樹脂基板を用いる試みも行われている。
【０００５】
　しかし、上述のシリコン薄膜を用いるトランジスタの製造は、比較的高温の熱工程を要
し、一般的に耐熱性の低い樹脂基板上に直接形成することは困難である。
【０００６】
　そこで、低温での成膜が可能な、たとえばＺｎＯを材料とした酸化物半導体薄膜を用い
るＴＦＴの開発が活発に行われている（特許文献１）。
【０００７】
　一方、従来の酸化物半導体薄膜を用いたＴＦＴは、シリコンを用いたＴＦＴに並ぶだけ
の充分な特性が得られていなかったためか、その応用技術を開発する技術水準には至って
いない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－２９８０６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、酸化物を活性層に用いたトランジスタを利用した、新規な画像表示装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の骨子は、画像表示装置であって、
　電気泳動粒子を含み構成されている光制御素子と、
　該光制御素子を駆動するための電界効果型トランジスタと、を備え、
　該電界効果型トランジスタの活性層はＩｎ―Ｚｎ―Ｇａ―Ｏ系酸化物、Ｉｎ―Ｚｎ―Ｇ
ａ―Ｍｇ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ―Ｚｎ―Ｏ系酸化物、Ｉｎ―Ｓｎ―Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｏ系
酸化物、Ｉｎ―Ｇａ―Ｏ系酸化物、及びＳｎ－Ｉｎ－Ｚｎ―Ｏ系酸化物のうちのいずれか
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である非晶質酸化物を有し、該非晶質酸化物の電子キャリア濃度が１０１５／ｃｍ３以上
、１０１８／ｃｍ３未満であり、
　該電界効果型トランジスタは、ゲート電圧無印加時のソース－ドレイン端子間の電流が
１０マイクロアンペア未満であり、電界効果移動度が２ｃｍ２／（Ｖ・秒）超であること
を特徴とする。
【００１１】
　また、前記電界効果型トランジスタのゲート電極と該液晶との間には、該液晶側から配
向膜および絶縁膜をこの順に有するのがよい。
【００１２】
　本発明者が酸化物半導体を検討したところ、ＺｎＯは、一般に安定なアモルファス相を
形成することができないことが判った。そして、殆どのＺｎＯは多結晶相を呈するために
、多結晶粒子間の界面でキャリアは散乱され、結果として電子移動度を大きくすることが
できないようである。
【００１３】
　また、ＺｎＯには、酸素欠陥が入りやすく、キャリア電子が多数発生してしまうため、
電気伝導度を小さくすることが難しい。このために、トランジスタのゲート電圧が無印加
時でも、ソース端子とドレイン端子間に大きな電流が流れてしまい、ＴＦＴのノーマリー
オフ動作を実現できないことが判った。また、トランジスタのオン・オフ比を大きくする
ことも難しいようである。
【００１４】
　また、本発明者は、特開２０００－０４４２３６号公報に記載されている非晶質酸化物
膜ＺｎｘＭｙＩｎｚＯ（ｘ＋３ｙ／２＋３ｚ／２）（式中、ＭはＡｌ及びＧａのうち少な
くとも一つの元素である。）について検討した。この材料は、電子キャリア濃度が、１０
１８／ｃｍ３以上であり、単なる透明電極としては好適な材料である。
【００１５】
　しかし、電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３以上の酸化物をＴＦＴのチャネル層に用
いた場合、オン・オフ比が十分にとれず、ノーマリーオフ型のＴＦＴにはふさわしくない
ことが分かった。
【００１６】
　つまり、従来の非晶質酸化物膜では、電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満の膜を
得ることはできていなかった。
【００１７】
　そこで、本発明者は、電界効果型トランジスタの活性層として、電子キャリア濃度が１
０１８／ｃｍ３未満の非晶質酸化物を用いているＴＦＴを作製したところ、所望の特性の
ＴＦＴが得られ、画像表示装置に適用できることを発見したのである。
【００１８】
　本発明者らは、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ、及びこの材料の成膜条件に関する研究開発
を精力的に進めた結果、成膜時の酸素雰囲気の条件を制御することで、電子キャリア濃度
を１０１８／ｃｍ３未満にできることを見出した。
【００１９】
　本発明は、所望の電子キャリア濃度を実現した膜を用いた画像表示装置に関するもので
ある。
【００２０】
　以下、具体的に本発明について説明する。
【００２１】
　本発明に用いられる前記光制御素子は、例えば液晶素子あるいは電気泳動粒子を含む素
子のような非自発光の電気光学素子である。
【００２２】
　前記光制御素子を、液晶を利用して構成し、且つ
　前記活性層と該液晶との間に、該液晶側から配向膜および絶縁膜をこの順に設けておく
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こともできる。
【００２３】
　前記光制御素子を、液晶を利用して構成し、且つ
　前記電界効果型トランジスタのゲート電極と該液晶との間に、該液晶側から配向膜およ
び絶縁膜をこの順に設けておくこともできる。
【００２４】
　前記絶縁膜は、例えば酸化シリコン膜、あるいは窒化シリコン膜である。
【００２５】
　本発明は、電界効果型トランジスタの出力により光透過率、もしくは光反射率が制御さ
れる光制御素子に関する。
【００２６】
　そして、光透過率制御素子、もしくは光反射率制御素子の電極に、Ｉｎ，Ｇａ，Ｚｎ，
Ｏを含む電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満である非晶質半導体を活性層として備
えている電界効果型トランジスタの出力端子が接続されていることを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明の一実施形態は上記発光素子がエレクトロルミネッセンス素子であること
を特徴とする。
【００２８】
　あるいは、本発明の一実施形態は上記光透過率制御素子もしくは光反射率制御素子が液
晶セルであることを特徴とする。
【００２９】
　あるいは、本発明の一実施形態は上記光透過率制御素子もしくは光反射率制御素子が電
気泳動型粒子セルであることを特徴とする。
【００３０】
　さらに本発明の一実施形態は、上記電気泳動型粒子セルが、流体と粒子を封止したカプ
セルを対向電極間に挟んだセルであることを特徴とする。
【００３１】
　また、本発明の一実施形態は、上記光制御素子が、可撓性樹脂基体上に設けられている
ことを特徴とする。
【００３２】
　あるいは、本発明の一実施形態は上記光制御素子が、光透過性基体上に設けられている
ことを特徴とする。
【００３３】
　本発明の一実施形態はまた、アクティブマトリックス型に配線された複数の上記電界効
果型トランジスタとともに、上記光制御素子が二次元的に複数配されていることを特徴と
する。
【００３４】
　本発明の一実施形態はまた、テレビ受像機等の放送動画表示機器に関し、上記画像表示
装置を具えることを特徴とする。
【００３５】
　本発明の一実施形態はまた、コンピュータ等のデジタル情報処理機器に関し、上記画像
表示装置を具えることを特徴とする。
【００３６】
　本発明の一実施形態はまた、携帯電話、携帯型音楽再生機や携帯型動画再生機等の携帯
型情報機器に関し、上記画像表示装置を具えることを特徴とする。
【００３７】
　本発明の一実施形態はまた、スチルカメラやムービーカメラ等の撮像機器に関し、それ
ら撮像機器のビューファインダー用、撮影済画像の確認用、あるいは撮影情報の表示用等
に、上記画像表示装置を具えることを特徴とする。
【００３８】
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　本発明の一実施形態はまた、窓、扉、天井、床、内壁、外壁、仕切り等の建築構造物に
関し、それら表面に画像を表示するための、上記画像表示装置を具えることを特徴とする
。
【００３９】
　本発明の一実施形態はまた、車両、航空機、船舶等の移動体の、窓、扉、天井、床、内
壁、外壁、仕切り等の構成物に関し、それら表面に画像を表示するための、上記画像表示
装置を具えることを特徴とする。
【００４０】
　本発明の一実施形態はまた、公共交通機関車両内の広告手段や街中の広告板、広告塔等
の広告機器に関し、それらに画像を表示するための、上記画像表示装置を具えることを特
徴とする。
【００４１】
　また、本発明の一実施形態は、光透過率制御素子、もしくは光反射率制御素子の電極に
、室温での電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満である非晶質酸化物を活性層として
いる電界効果型トランジスタの出力端子が、接続されている光制御素子である。
【００４２】
　また、本発明の一実施形態は、光透過率制御素子、もしくは光反射率制御素子の電極に
、電子キャリア濃度が増加すると共に、電子移動度が増加する非晶質酸化物を活性層とし
ている電界効果型トランジスタの出力端子が接続されている光制御素子である。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、新規な画像表示装置の提供が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】パルスレーザー蒸着法で成膜したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス酸化物の
電子キャリア濃度と成膜中の酸素分圧の関係を示すグラフである。
【図２】パルスレーザー蒸着法で成膜したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜
の電子キャリアの濃度と電子移動度の関係を示すグラフである。
【図３】アルゴンガスを用いた高周波スパッタ法で成膜したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモ
ルファス酸化物膜の電気伝導度と成膜中の酸素分圧の関係を示すグラフである。
【図４】酸素分圧０．８Ｐａの雰囲気中で、パルスレーザー蒸着法により成膜したＩｎＧ
ａＯ３（Ｚｎ１－ｘＭｇｘＯ）４のｘの値に対する電気伝導度、電子キャリア濃度、電子
移動度の変化を示すグラフである。
【図５】トップゲート型ＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図６】Ｙ２Ｏ３をゲート絶縁膜として用いたトップゲート型ＴＦＴ素子の電流－電圧特
性を示すグラフである。
【図７】光制御素子の模式的断面図である。
【図８】光制御素子の模式的断面図である。
【図９】パルスレーザー蒸着装置を示す模式図である。
【図１０】スパッタ成膜装置を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
（第１の実施形態）
　本発明に係るアクティブマトリックス型の画像表示装置に関して、図８を用いて説明す
る。
【００４６】
　同図において、１１は基体あるいは基板、１２は非晶質酸化物、１３はソース電極、１
４はドレイン電極、１８は電極（画素電極）、１５はゲート絶縁膜、１６はゲート電極、
２１と２２は高抵抗膜、２３は液晶又は電気泳動型粒子を含む部分である。この２３が、
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本発明における光制御素子の一部を構成する。なお、２０は電極（あるいは電極を備えて
いる基板）である。電極には、例えば、ＩＴＯなどの透明電極が好適に用いられる。
本発明においては、液晶などにより構成される光制御素子を駆動するための電界効果型ト
ランジスタの出力端子（ドレイン電極１４に相当）が、光制御素子を構成する電極１８に
接続されている。
【００４７】
　なお、本発明でいう光制御素子とは、光変調素子ということもできる。
【００４８】
　そして、該電界効果型トランジスタの活性層１２としては、電子キャリア濃度が１０１

８／ｃｍ３未満の非晶質酸化物を利用するのである。
【００４９】
　また、本発明に用いる非晶質酸化物としては、電子キャリア濃度が増加すると共に、電
子移動度が増加する傾向を示す非晶質酸化物を用いることもできる。
【００５０】
　なお、光制御素子として、液晶を用いる場合は、前記高抵抗膜２１あるいは２２は液晶
を配向させるための配向膜（例えばポリイミド）となる。
【００５１】
　図８において、１７は層間絶縁膜であるが、この絶縁膜１７と前記高抵抗膜２１とを同
じ材料で構成することもできる。
【００５２】
　但し、絶縁性を高めるという点からは、前記高抵抗膜（配向膜）２１と絶縁膜１７とを
異なる材料で形成するのがよい。例えば、前記絶縁膜１７として、酸化シリコンや窒化シ
リコンなどを用いる。
【００５３】
　特に、窒化シリコンなどで構成される絶縁膜１７を用いて、非晶質酸化物あるいはゲー
ト絶縁膜１５と、液晶との間を分離しておくのが好ましい。これは、電界効果型トランジ
スタを構成するゲート絶縁膜や非晶質酸化物に液晶などからの予期しない原子やイオン種
などの進入を抑制するためである。ゲート絶縁膜１５と絶縁膜１７の材料とを異ならせる
こともできる。
【００５４】
　なお、液晶と前記絶縁膜１７の間に、前記配向膜以外に他の層が介在していてもよい。
　（非晶質酸化物）
　本発明に係る非晶質酸化物の電子キャリア濃度は、室温で測定する場合の値である。室
温とは、例えば２５℃であり、具体的には０℃から４０℃程度の範囲から適宜選択される
ある温度である。なお、本発明に係るアモルファス酸化物の電子キャリア濃度は、０℃か
ら４０℃の範囲全てにおいて、１０１８／ｃｍ３未満を充足する必要はない。例えば、２
５℃において、キャリア電子密度１０１８／ｃｍ３未満が実現されていればよい。また、
電子キャリア濃度を更に下げ、１０１７／ｃｍ３以下、より好ましくは１０１６／ｃｍ３

以下にするとノーマリオフのＴＦＴが歩留まり良く得られる。
【００５５】
　なお、１０１８／ｃｍ３未満とは、好ましくは１×１０１８／ｃｍ３未満であり、より
好適には、１．０×１０１８／ｃｍ３未満である。
【００５６】
　電子キャリア濃度の測定は、ホール効果測定により求めることが出来る。
【００５７】
　なお、本発明において、アモルファス酸化物とは、Ｘ線回折スペクトルにおいて、ハロ
ーパターンが観測され、特定の回折線を示さない酸化物をいう。
【００５８】
　本発明のアモルファス酸化物における、電子キャリア濃度の下限値は、ＴＦＴのチャネ
ル層として適用できれば特に限定されるものではない。下限値は、例えば、１０１２／ｃ
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ｍ３である。
【００５９】
　従って、本発明においては、後述する各実施例のようにアモルファス酸化物の材料、組
成比、製造条件などを制御して、例えば、電子キャリア濃度を、１０１２／ｃｍ３以上１
０１８／ｃｍ３未満とする。より好ましくは１０１３／ｃｍ３以上１０１７／ｃｍ３以下
、更には１０１５／ｃｍ３以上１０１６／ｃｍ３以下の範囲にすることが好ましいもので
ある。
【００６０】
　前記非晶質酸化物としては、ＩｎＺｎＧａ酸化物のほかにも、Ｉｎ酸化物、ＩｎｘＺｎ

１－ｘ酸化物（０．２≦ｘ≦１）、ＩｎｘＳｎ１－ｘ酸化物（０．８≦ｘ≦１）、あるい
はＩｎｘ（Ｚｎ、Ｓｎ）１－ｘ酸化物（０．１５≦ｘ≦１）から適宜選択できる。
【００６１】
　なお、Ｉｎｘ（Ｚｎ、Ｓｎ）１－ｘ酸化物は、Ｉｎｘ（ＺｎｙＳｎ１－ｙ）１－ｘ酸化
物と記載することができ、ｙの範囲は１から０である。
【００６２】
　なお、ＺｎとＳｎを含まないＩｎ酸化物の場合は、Ｉｎの一部をＧａに置換することも
できる。即ち、ＩｎｘＧａ１－ｘ酸化物（０≦ｘ≦１）の場合である。
【００６３】
　以下に、本発明者らが作製することに成功した電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未
満の非晶質酸化物について詳述する。
【００６４】
　上記酸化物とは、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏを含み構成され、結晶状態における組成がＩｎ
ＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは６未満の自然数）で表され、電子キャリア濃度が１０１８／
ｃｍ３未満であることを特徴とする。
【００６５】
　また上記酸化物は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｍｇ－Ｏを含み構成され、結晶状態の組成がＩ
ｎＧａＯ３（Ｚｎ１－ｘＭｇｘＯ）ｍ（ｍは６未満の自然数、０＜ｘ≦１）で表され、電
子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満であることを特徴とする。
【００６６】
　なお、これらの酸化物で構成される膜において、電子移動度が１ｃｍ２／（Ｖ・秒）超
になるように設計することも好ましい。
【００６７】
　上記膜をチャネル層に用いれば、トランジスターオフ時のゲート電流が０．１マイクロ
アンペヤ未満のノーマリーオフで、オン・オフ比が１０３超のトランジスタ特性を実現で
きる。そして、可視光に対して、透明あるいは透光性を有し、フレキシブルなＴＦＴが実
現される。
【００６８】
　なお、上記膜は、伝導電子数の増加と共に、電子移動度が大きくなることを特徴とする
。透明膜を形成する基板としては、ガラス基板、樹脂製プラスチック基板又はプラスチッ
クフィルムなどを用いることができる。
【００６９】
　上記非晶質酸化物膜をチャネル層に利用する際には、Ａｌ２Ｏ３，Ｙ２Ｏ３、又はＨｆ
Ｏ２の１種、又はそれらの化合物を少なくとも二種以上含む混晶化合物をゲート絶縁膜に
利用できる。
【００７０】
　また、非晶質酸化物中に、電気抵抗を高めるための不純物イオンを意図的に添加せず、
酸素ガスを含む雰囲気中で、成膜することも好ましい形態である。
【００７１】
　本発明者らは、この半絶縁性酸化物アモルファス薄膜は、伝導電子数の増加と共に、電
子移動度が大きくなるという特異な特性を見出した。そして、その膜を用いてＴＦＴを作
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成し、オン・オフ比、ピンチオフ状態での飽和電流、スイッチ速度などのトランジスタ特
性が更に向上することを見出した。即ち、非晶質酸化物を利用して、ノーマリーオフ型の
ＴＦＴを実現できることを見出した。
【００７２】
　非晶質酸化物薄膜を膜トランジスタのチャネル層として用いると、電子移動度が１ｃｍ
２／（Ｖ・秒）超、好ましくは５ｃｍ２／（Ｖ・秒）超にすることができる。
【００７３】
　電子キャリア濃度が、１０１８／ｃｍ３未満、好ましくは、１０１６／ｃｍ３未満のと
きは、オフ時（ゲート電圧無印加時）のドレイン・ソース端子間の電流を、１０マイクロ
アンペヤ未満、好ましくは０．１マイクロアンペア未満にすることができる。
【００７４】
　また、該膜を用いれば、電子移動度が１ｃｍ２／（Ｖ・秒）超、好ましくは５ｃｍ２／
（Ｖ・秒）超の時は、ピンチオフ後の飽和電流を１０マイクロアンペア超にでき、オン・
オフ比を１０３超とすることができる。
【００７５】
　ＴＦＴでは、ピンチオフ状態では、ゲート端子に高電圧が印加され、チャネル中には高
密度の電子が存在している。
【００７６】
　したがって、本発明によれば、電子移動度が増加した分だけ、より飽和電流値を大きく
することができる。この結果、オン・オフ比の増大、飽和電流の増大、スイッチング速度
の増大など、トランジスタ特性の向上が期待できる。
【００７７】
　なお、通常の化合物中では、電子数が増大すると、電子間の衝突により、電子移動度は
減少する。
【００７８】
　なお、上記ＴＦＴの構造としては、半導体チャネル層の上にゲート絶縁膜とゲート端子
を順に形成するスタガ（トップゲート）構造や、ゲート端子の上にゲート絶縁膜と半導体
チャネル層を順に形成する逆スタガ（ボトムゲート）構造を用いることができる。
（第１の成膜法：ＰＬＤ法）
　結晶状態における組成がＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは６未満の自然数）で表される
非晶質酸化物薄膜は、ｍの値が６未満の場合は、８００℃以上の高温まで、非晶質状態が
安定に保たれる。しかし、ｍの値が大きくなるにつれ、すなわち、ＩｎＧａＯ３に対する
ＺｎＯの比が増大して、ＺｎＯ組成に近づくにつれ、結晶化しやすくなる。
【００７９】
　したがって、非晶質ＴＦＴのチャネル層としては、ｍの値が６未満であることが好まし
い。
【００８０】
　成膜方法は、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ組成を有する多結晶焼結体をターゲットとして
、気相成膜法を用いるのが良い。気相成膜法の中でも、スパッタ法、パルスレーザー蒸着
法が適している。さらに、量産性の観点から、スパッタ法が最も適している。
【００８１】
　しかしながら、通常の条件で該非晶質膜を作成すると、主として酸素欠損が生じ、これ
まで、電子キャリア濃度を１０１８／ｃｍ３未満、電気伝導度にして、１０Ｓ／ｃｍ以下
にすることができなかった。そうした膜を用いた場合、ノーマリーオフのトランジスタを
構成することができない。
【００８２】
　本発明者らは、図９で示される装置により、パルスレーザー蒸着法で作製したＩｎ－Ｇ
ａ－Ｚｎ－Ｏを作製した。
【００８３】
　図９に示すようなＰＬＤ成膜装置を用いて、成膜を行った。
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　同図において、７０１はＲＰ（ロータリーポンプ）、７０２はＴＭＰ（ターボ分子ポン
プ）、７０３は準備室、７０４はＲＨＥＥＤ用電子銃、７０５は基板を回転、上下移動す
るための基板保持手段、７０６はレーザー入射窓である。また、７０７は基板、７０８は
ターゲット、７０９はラジカル源、７１０はガス導入口、７１１はターゲットを回転、上
下移動するためのターゲット保持手段、７１２はバイパスライン、７１３はメインライン
、７１４はＴＭＰ（ターボ分子ポンプ）である。また、７１５はＲＰ（ロータリーポンプ
）、７１６はチタンゲッターポンプ、７１７はシャッターである。また、図中７１８はＩ
Ｇ（イオン真空計）、７１９はＰＧ（ピラニ真空計）、７２０はＢＧ（バラトロン真空計
）、７２１は成長室（チャンバー）である。
【００８４】
　ＫｒＦエキシマレーザーを用いたパルスレーザー蒸着法により、ＳｉＯ２ガラス基板（
コーニング社製１７３７）上にＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス酸化物半導体薄膜を
堆積させた。堆積前の処理として、基板の超音波による脱脂洗浄を、アセトン，エタノー
ル，超純水を用いて、各５分間行った後、空気中１００℃で乾燥させた。
【００８５】
　前記多結晶ターゲットには、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４焼結体ターゲット（サイズ２０
ｍｍΦ５ｍｍｔ）を用いた。これは、出発原料として、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ
（各４Ｎ試薬）を湿式混合した後（溶媒：エタノール）、仮焼（１０００℃：２ｈ）、乾
式粉砕、本焼結（１５５０℃：２ｈ）を経て得られるものである。こうして作製したター
ゲットの電気伝導度は、９０（Ｓ／ｃｍ）であった。
【００８６】
　成長室の到達真空を２×１０－６（Ｐａ）にして、成長中の酸素分圧を６．５（Ｐａ）
に制御して成膜を行った。
【００８７】
　チャンバー７２１内酸素分圧は６．５Ｐａ、基板温度は２５℃である。
【００８８】
　なお、ターゲット７０８と被成膜基板７０７間の距離は、３０（ｍｍ）であり、入射窓
７１６から入射されるＫｒＦエキシマレーザーのパワーは、１．５－３（ｍＪ／ｃｍ２／
ｐｕｌｓｅ）の範囲である。また、パルス幅は、２０（ｎｓｅｃ）、繰り返し周波数は１
０（Ｈｚ）、そして照射スポット径は、１×１（ｍｍ角）とした。
【００８９】
　こうして、成膜レート７（ｎｍ／ｍｉｎ）で成膜を行った。
　得られた薄膜について、薄膜のすれすれ入射Ｘ線回折（薄膜法、入射角０．５度）を行
ったところ、明瞭な回折ピークは認めらなかったことから、作製したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－
Ｏ系薄膜はアモルファスであるといえる。
【００９０】
　さらに、Ｘ線反射率測定を行い、パターンの解析を行った結果、薄膜の平均二乗粗さ（
Ｒｒｍｓ）は約０．５ｎｍであり、膜厚は約１２０ｎｍであることが分かった。蛍光Ｘ線
（ＸＲＦ）分析の結果、薄膜の金属組成比はＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝０．９８：１．０２：４
であった。
【００９１】
　電気伝導度は、約１０－２Ｓ／ｃｍ未満であった。電子キャリア濃度は約１０１６／ｃ
ｍ３以下、電子移動度は約５ｃｍ２／（Ｖ・秒）と推定される。
【００９２】
　光吸収スペクトルの解析から、作製したアモルファス薄膜の禁制帯エネルギー幅は、約
３ｅＶと求まった。以上のことから、作製したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系薄膜は、結晶のＩ
ｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４の組成に近いアモルファス相を呈しており、酸素欠損が少なく、
電気伝導度が小さな透明な平坦薄膜であることが分かった。
【００９３】
　具体的に図１を用いて説明する。同図は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成され、結晶状
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態を仮定した時の組成がＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは６未満の数）で表される透明ア
モルファス酸化物薄膜を本実施例と同じ条件下で作成する場合の特性図である。この特性
図は、酸素分圧を変化させた場合に、成膜された酸化物の電子キャリア濃度の変化を示し
たものである。
【００９４】
　本実施例と同じ条件下で酸素分圧を４．５Ｐａ超の高い雰囲気中で、成膜することによ
り、図１に示すように、電子キャリア濃度を１０１８／ｃｍ３未満に低下させることがで
きた。この場合、基板の温度は意図的に加温しない状態で、ほぼ室温に維持されている。
フレキシブルなプラスチックフィルムを基板として使用するには、基板温度は１００℃未
満に保つことが好ましい。
【００９５】
　酸素分圧をさらに大きくすると、電子キャリア濃度をさらに低下させることができる。
例えば、図１に示す様に、基板温度２５℃、酸素分圧５Ｐａで成膜したＩｎＧａＯ３（Ｚ
ｎＯ）４薄膜では、さらに、電子キャリア数を１０１６／ｃｍ３に低下させることができ
た。
【００９６】
　得られた薄膜は、図２に示す様に、電子移動度が１ｃｍ２／（Ｖ・秒）超であった。し
かし、本実施例のパルスレーザー蒸着法では、酸素分圧を６．５Ｐａ以上にすると、堆積
した膜の表面が凸凹となり、ＴＦＴのチャネル層として用いることが困難となる。
【００９７】
　従って、酸素分圧４．５Ｐａ超、望ましくは５Ｐａ超、６．５Ｐａ未満の雰囲気で、パ
ルスレーザー蒸着法を用いる。この方法で、結晶状態における組成ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ
）ｍ（ｍは６未満の数）で表される透明アモルファス酸化物薄膜を作製すれば、ノーマリ
ーオフのトランジスタを構成することができる。
【００９８】
　また、該薄膜の電子移動度は、１ｃｍ２／Ｖ・秒超が得られ、オン・オフ比を１０３超
に大きくすることができた。
【００９９】
　以上、説明したように、本実施例に示した条件下でＰＬＤ法によりＩｎＧａＺｎ酸化物
の成膜を行う場合は、酸素分圧を４．５Ｐａ以上６．５Ｐａ未満になるように制御するこ
とが望ましい。
【０１００】
　なお、電子キャリア濃度を１０１８／ｃｍ３未満を実現するためには、酸素分圧の条件
、成膜装置の構成や、成膜する材料や組成などに依存する。
【０１０１】
　次に、上記装置における酸素分圧６．５Ｐａの条件で、アモルファス酸化物を作製し、
図５に示すトップゲート型ＭＩＳＦＥＴ素子を作製した。具体的には、まず、ガラス基板
（１）上に上記のアモルファスＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ薄膜の作製法により、チャンネル層
（２）として用いる厚さ１２０ｎｍの半絶縁性アモルファスＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４膜
を形成した。
【０１０２】
　さらにその上に、チャンバー内酸素分圧を１Ｐａ未満にして、パルスレーザー堆積法に
より電気伝導度の大きなＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４及び金膜をそれぞれ３０ｎｍ積層する
。そして、フォトリゾグラフィー法とリフトオフ法により、ドレイン端子（５）及びソー
ス端子（６）を形成した。最後にゲート絶縁膜（３）として用いるＹ２Ｏ３膜を電子ビー
ム蒸着法により成膜した（厚み：９０ｎｍ、比誘電率：約１５、リーク電流密度：０．５
ＭＶ／ｃｍ印加時に１０－３Ａ／ｃｍ２）。その上に金を成膜し、フォトリソグラフィー
法とリフトオフ法により、ゲート端子（４）を形成した。
【０１０３】
ＭＩＳＦＥＴ素子の特性評価
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　図６に、室温下で測定したＭＩＳＦＥＴ素子の電流－電圧特性を示す。ドレイン電圧Ｖ

ＤＳの増加に伴い、ドレイン電流ＩＤＳが増加したことからチャネルがｎ型半導体である
ことが分かる。これは、アモルファスＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系半導体がｎ型であるという
事実と矛盾しない。ＩＤＳはＶＤＳ＝６Ｖ程度で飽和（ピンチオフ）する典型的な半導体
トランジスタの挙動を示した。利得特性を調べたところ、ＶＤＳ＝４Ｖ印加時におけるゲ
ート電圧ＶＧＳの閾値は約－０．５Ｖであった。また、ＶＧ＝１０Ｖ時には、ＩＤＳ＝１
．０×１０－５Ａの電流が流れた。これはゲートバイアスにより絶縁体のＩｎ－Ｇａ－Ｚ
ｎ－Ｏ系アモルファス半導体薄膜内にキャリアを誘起できたことに対応する。
【０１０４】
　トランジスタのオン・オフ比は、１０３超であった。また、出力特性から電界効果移動
度を算出したところ、飽和領域において約７ｃｍ２（Ｖｓ）－１の電界効果移動度が得ら
れた。作製した素子に可視光を照射して同様の測定を行なったが、トランジスタ特性の変
化は認められなかった。
【０１０５】
　本実施例によれば、電子キャリア濃度が小さく、したがって、電気抵抗が高く、かつ電
子移動度が大きいチャネル層を有する薄膜トランジスタを実現できる。
【０１０６】
　なお、上記したアモルファス酸化物は、電子キャリア濃度の増加と共に、電子移動度が
増加し、さらに縮退伝導を示すという優れた特性を備えていた。
【０１０７】
　本実施例では、ガラス基板上に薄膜トランジスタを作製したが、成膜自体が室温で行え
るので、プラスチック板やフィルムなどの基板が使用可能である。
【０１０８】
　また、本実施例で得られたアモルファス酸化物は、可視光の光吸収が殆どなく、透明な
フレキシブルＴＦＴを実現できる。
【０１０９】
（第２の成膜法：スパッタ法（ＳＰ法））
　雰囲気ガスとしてアルゴンガスを用いた高周波ＳＰ法により、成膜する場合について説
明する。
　ＳＰ法は、図１０に示す装置を用いて行った。同図において、８０７は被成膜基板、８
０８はターゲット、８０５は冷却機構付き基板保持手段、８１４は、ターボ分子ポンプ、
８１５はロータリーポンプ、８１７はシャッターである。また、８１８はイオン真空計、
８１９はピラニ真空計、８２１は成長室（チャンバー）、８３０はゲートバルブである。
【０１１０】
　被成膜基板８０７としては、ＳｉＯ２ガラス基板（コーニング社製１７３７）を用意し
た。成膜前処理として、この基板の超音波脱脂洗浄を、アセトン、エタノール、超純水に
より各５分ずつ行った後、空気中１００℃で乾燥させた。
【０１１１】
　ターゲット材料としては、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４組成を有する多結晶焼結体（サイ
ズ２０ｍｍφ５ｍｍｔ）を用いた。
【０１１２】
　この焼結体は、出発原料として、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ（各４Ｎ試薬）を湿
式混合（溶媒：エタノール）し、仮焼（１０００℃：２ｈ）、乾式粉砕、本焼結（１５５
０℃：２ｈ）を経て作製した。このターゲット８０８の電気伝導度は９０（Ｓ／ｃｍ）で
あり、半絶縁体状態であった。
【０１１３】
　成長室８２１内の到達真空は、１×１０－４（Ｐａ）であり、成長中の酸素ガスとアル
ゴンガスの全圧は、４～０．１×１０－１（Ｐａ）の範囲での一定の値とした。そして、
アルゴンガスと酸素との分圧比を変えて、酸素分圧を１０－３～２×１０－１（Ｐａ）の
範囲で変化させた。
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【０１１４】
　また、基板温度は、室温とし、ターゲット８０８と被成膜基板８０７間の距離は、３０
（ｍｍ）であった。
【０１１５】
　投入電力は、ＲＦ１８０Ｗであり、成膜レートは、１０（ｎｍ／ｍｉｎ）で行った。
【０１１６】
　得られた膜に関し、膜面にすれすれ入射Ｘ線回折（薄膜法、入射角０．５度）を行った
ところ、明瞭な回折ピークは検出されず、作製したＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ系膜はアモルフ
ァス膜であることが示された。
【０１１７】
　さらに、Ｘ線反射率測定を行い、パターンの解析を行った結果、薄膜の平均二乗粗さ（
Ｒｒｍｓ）は約０．５ｎｍであり、膜厚は約１２０ｎｍであることが分かった。蛍光Ｘ線
（ＸＲＦ）分析の結果、薄膜の金属組成比はＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝０．９８：１．０２：４
であった。
【０１１８】
　成膜時の雰囲気の酸素分圧を変化させ、得られたアモルファス酸化物膜の電気伝導度を
測定した。その結果を図３に示す。
【０１１９】
　図３に示すように、酸素分圧を３×１０－２Ｐａ超の高い雰囲気中で、成膜することに
より、電気伝導度を１０Ｓ／ｃｍ未満に低下させることができた。
【０１２０】
　酸素分圧をさらに大きくすることにより、電子キャリア数を低下させることができた。
【０１２１】
　例えば、図３に示す様に、基板温度２５℃、酸素分圧１０－１Ｐａで成膜したＩｎＧａ
Ｏ３（ＺｎＯ）４薄膜では、さらに、電気伝導度を約１０－１０Ｓ／ｃｍに低下させるこ
とができた。また、酸素分圧１０－１Ｐａ超で成膜したＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４薄膜は
、電気抵抗が高すぎて電気伝導度は測定できなかった。この場合、電子移動度は測定でき
なかったが、電子キャリア濃度が大きな膜での値から外挿して、電子移動度は、約１ｃｍ
２／Ｖ・秒と推定された。
【０１２２】
　すなわち、酸素分圧３×１０－２Ｐａ超、望ましくは５×１０－１Ｐａ超のアルゴンガ
ス雰囲気で、スパッタ蒸着法で作製したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成され、結晶状態に
おける組成ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは６未満の自然数）で表される透明アモルファ
ス酸化物薄膜を作製した。この透明アモルファス酸化物薄膜を用いて、ノーマリーオフで
、かつオン・オフ比を１０３超のトランジスタを構成することができた。
【０１２３】
　本実施例で示した装置、材料を用いる場合は、スパッタによる成膜の際の酸素分圧とし
ては、例えば、３×１０－２Ｐａ以上、５×１０－１Ｐａ以下の範囲である。なお、パル
スレーザー蒸着法およびスパッタ法で作成された薄膜では、図２に示す様に、伝導電子数
の増加と共に、電子移動度が増加する。
【０１２４】
　上記のとおり、酸素分圧を制御することにより、酸素欠陥を低減でき、その結果、電子
キャリア濃度を減少できる。また、アモルファス状態では、多結晶状態とは異なり、本質
的に粒子界面が存在しないために、高電子移動度のアモルファス薄膜を得ることができる
。
【０１２５】
　なお、ガラス基板の代わりに厚さ２００μｍのポリエチレン・テレフタレート（ＰＥＴ
）フィルムを用いた場合にも、得られたＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４アモルファス酸化物膜
は、同様の特性を示した。
【０１２６】
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　なお、ターゲットとして、多結晶ＩｎＧａＯ３（Ｚｎ１－ｘＭｇｘＯ）ｍ（ｍは６未満
の自然数、０＜ｘ≦１）を用いれば、１Ｐａ未満の酸素分圧下でも、高抵抗非晶質ＩｎＧ
ａＯ３（Ｚｎ１－ｘＭｇｘＯ）ｍ膜を得ることができる。
【０１２７】
　例えば、Ｚｎを８０ａｔ％のＭｇで置換したターゲットを使用した場合、酸素分圧０．
８Ｐａの雰囲気で、パルスレーザー堆積法で得られた膜の電子キャリア濃度を１０１６／
ｃｍ３未満とすることができる（電気抵抗値は、約１０－２Ｓ／ｃｍである。）。
【０１２８】
　こうした膜の電子移動度は、Ｍｇ無添加膜に比べて低下するが、その程度は少なく、室
温での電子移動度は約５ｃｍ２／（Ｖ・秒）で、アモルファスシリコンに比べて、１桁程
度大きな値を示す。同じ条件で成膜した場合、Ｍｇ含有量の増加に対して、電気伝導度と
電子移動度は、共に低下するので、Ｍｇの含有量は、好ましくは、２０％超、８５％未満
（ｘにして、０．２＜ｘ＜０．８５）である。
【０１２９】
　上記した非晶質酸化物膜を用いた薄膜トランジスタにおいて、Ａｌ２Ｏ３，Ｙ２Ｏ３、
ＨｆＯ２、又はそれらの化合物を少なくとも二つ以上含む混晶化合物をゲート絶縁膜とす
ることが好ましい。
【０１３０】
　ゲート絶縁薄膜とチャネル層薄膜との界面に欠陥が存在すると、電子移動度の低下及び
トランジスタ特性にヒステリシスが生じる。また、ゲート絶縁膜の種類により、リーク電
流が大きく異なる。このために、チャネル層に適合したゲート絶縁膜を選定する必要があ
る。Ａｌ２Ｏ３膜を用いれば、リーク電流を低減できる。また、Ｙ２Ｏ３膜を用いればヒ
ステリシスを小さくできる。さらに、高誘電率のＨｆＯ２膜を用いれば、電子移動度を大
きくすることができる。また、これらの膜の混晶を用いて、リーク電流、ヒステリシスが
小さく、電子移動度の大きなＴＦＴを形成できる。また、ゲート絶縁膜形成プロセス及び
チャネル層形成プロセスは、室温で行うことができるので、ＴＦＴ構造として、スタガ構
造及び逆スタガ構造いずれをも形成することができる。
【０１３１】
　このように形成したＴＦＴは、ゲート端子、ソース端子、及び、ドレイン端子を備えた
３端子素子で、セラミックス、ガラス、又はプラスチックなどの絶縁基板上に成膜した半
導体薄膜を、電子又はホールが移動するチャネル層として用いたものである。また、この
ＴＦＴはゲート端子に電圧を印加して、チャンネル層に流れる電流を制御し、ソース端子
とドレイン端子間の電流をスイッチングする機能を有するアクテイブ素子である。
【０１３２】
　なお、酸素欠損量を制御して所望の電子キャリア濃度を達成できていることが本発明に
おいては重要である。
【０１３３】
　上記記載においては、非晶質酸化物膜の酸素量（酸素欠損量）の制御を、成膜時に酸素
を所定濃度含む雰囲気中で行うことで制御している。しかし、成膜後、当該酸化物膜を酸
素を含む雰囲気中で後処理して酸素欠損量を制御（低減あるいは増加）することも好まし
いものである。
【０１３４】
　効果的に酸素欠損量を制御するには、酸素を含む雰囲気中の温度を０℃以上３００℃以
下、好ましくは、２５℃以上、２５０℃以下、更に好ましくは１００℃以上２００℃以下
で行うのがよい。
【０１３５】
　勿論、成膜時にも酸素を含む雰囲気中で行い、且つ成膜後の後処理でも酸素を含む雰囲
気中で後処理してもよい。また、所定の電子キャリア濃度（１０１８／ｃｍ３未満）を得
られるのであれば、成膜時には、酸素分圧制御は行わないで、成膜後の後処理を酸素を含
む雰囲気中で行ってもよい。
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【０１３６】
　なお、本発明における電子キャリア濃度の下限としては、得られる酸化物膜をどのよう
な素子や回路あるいは装置に用いるかにもよるが、例えば１０１４／ｃｍ３以上である。
【０１３７】
（材料系の拡大）
　さらに、組成系を拡大して研究を進めた結果、Ｚｎ，Ｉｎ及びＳｎのうち、少なくとも
１種類の元素の酸化物からなるアモルファス酸化物で、電子キャリア濃度が小さく、かつ
電子移動度が大きいアモルファス酸化物膜を作製できることを見出した。
【０１３８】
　また、このアモルファス酸化物膜は、伝導電子数の増加と共に、電子移動度が大きくな
るという特異な特性を有することを見出した。
【０１３９】
　その膜を用いてＴＦＴを作成し、オン・オフ比、ピンチオフ状態での飽和電流、スイッ
チ速度などのトランジスタ特性に優れたノーマリーオフ型のＴＦＴを作成できる。
【０１４０】
　本発明には、以下（ａ）から（ｈ）の特徴を有する酸化物を用いることができる。
（ａ）室温での電子キャリア濃度が、１０１８／ｃｍ３未満のアモルファス酸化物。
（ｂ）電子キャリア濃度が増加すると共に、電子移動度が増加することを特徴とするアモ
ルファス酸化物。
　なおここで、室温とは０℃から４０℃程度の温度をいう。アモルファスとは、Ｘ線回折
スペクトルにおいて、ハローパターンのみが観測され、特定の回折線を示さない化合物を
いう。また、ここでの電子移動度は、ホール効果測定で得られる電子移動度をいう。
（ｃ）室温での電子移動度が、０．１ｃｍ２／Ｖ・秒超であることを特徴とする上記（ａ
）又は（ｂ）に記載されるアモルファス酸化物。
（ｄ）縮退伝導を示す上記（ｂ）から（ｃ）のいずれかに記載されるアモルファス酸化物
である。なお、ここでの縮退伝導とは、電気抵抗の温度依存性における熱活性化エネルギ
ーが、３０ｍｅＶ以下の状態をいう。
（ｅ）Ｚｎ，Ｉｎ及びＳｎのうち、少なくとも１種類の元素を構成成分として含む上記（
ａ）から（ｄ）のいずれかに記載されるアモルファス酸化物。
（ｆ）上記（ｅ）に記載のアモルファス酸化物に、Ｚｎより原子番号の小さい２族元素Ｍ
２（Ｍ２は、Ｍｇ，Ｃａ）、Ｉｎより原子番号の小さい３属元素Ｍ３（Ｍ３は、Ｂ，Ａｌ
、Ｇａ、Ｙ），Ｓｎより小さい原子番号の小さい４属元素Ｍ４（Ｍ４は、Ｓｉ，Ｇｅ，Ｚ
ｒ）、５属元素Ｍ５（Ｍ５は、Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ）およびＬｕ、Ｗのうち、少なくとも１種
類の元素を含むアモルファス酸化物膜。
（ｇ）結晶状態における組成がＩｎ１－ｘＭ３ｘＯ３（Ｚｎ１－ｙＭ２ｙＯ）ｍ（０≦ｘ
、ｙ≦１、ｍは０又は６未満の自然数）である化合物単体又はｍの異なる化合物の混合体
である（ａ）から（ｆ）のいずれかに記載のアモルファス酸化物膜。Ｍ３たとえば、Ｇａ
であり、Ｍ２は例えば、Ｍｇである。
【０１４１】
（ｈ）ガラス基板、金属基板、プラスチック基板又はプラスチックフィルム上に設けた上
記（ａ）から（ｇ）記載のアモルファス酸化物膜。
【０１４２】
　また、本発明は、（１０）上記記載のアモルファス酸化物、又はアモルファス酸化物膜
をチャネル層に用いた電界効果型トランジスタである。
【０１４３】
　なお、電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満、１０１５／ｃｍ３超のアモルファス
酸化物膜をチャネル層に用い、ソース端子、ドレイン端子及びゲート絶縁膜を介してゲー
ト端子を配した電界効果型トランジスタを構成する。ソース・ドレイン端子間に５Ｖ程度
の電圧を印加したとき、ゲート電圧を印加しないときのソース・ドレイン端子間の電流を
約１０－７アンペヤにすることができる。
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【０１４４】
　酸化物結晶の電子移動度は、金属イオンのｓ軌道の重なりが大きくなるほど、大きくな
り、原子番号の大きなＺｎ，Ｉｎ，Ｓｎの酸化物結晶は、０．１から２００ｃｍ２／（Ｖ
・秒）の大きな電子移動度を持つ。
【０１４５】
　さらに、酸化物では、酸素と金属イオンとがイオン結合している。
【０１４６】
　そのため、化学結合の方向性がなく、構造がランダムで、結合の方向が不均一なアモル
ファス状態でも、電子移動度は、結晶状態の電子移動度に比較して、同程度の大きさを有
することが可能となる。
【０１４７】
　一方で、Ｚｎ，Ｉｎ，Ｓｎを原子番号の小さな元素で置換することにより、電子移動度
は小さくなる、こうした結果により、本発明のよるアモルファス酸化物の電子移動度は、
約０．０１ｃｍ２／（Ｖ・秒）から２０ｃｍ２／（Ｖ・秒）である。
【０１４８】
　上記酸化物を用いてトランジスタのチャネル層を作製する場合、トランジスタにおいて
、Ａｌ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、ＨｆＯ２、又はそれらの化合物を少なくとも二つ以上含む混晶
化合物をゲート絶縁膜とすることが好ましい。
【０１４９】
　ゲート絶縁薄膜とチャネル層薄膜との界面に欠陥が存在すると、電子移動度の低下及び
トランジスタ特性にヒステリシスが生じる。また、ゲート絶縁膜の種類により、リーク電
流が大きく異なる。このために、チャネル層に適合したゲート絶縁膜を選定する必要があ
る。Ａｌ２Ｏ３膜を用いれば、リーク電流を低減できる。また、Ｙ２Ｏ３膜を用いればヒ
ステリシスを小さくできる。さらに、高誘電率のＨｆＯ２膜を用いれば、電界効果移動度
を大きくすることができる。また、これらの化合物の混晶からなる膜を用いて、リーク電
流、ヒステリシスが小さく、電界効果移動度の大きなＴＦＴを形成できる。また、ゲート
絶縁膜形成プロセス及びチャネル層形成プロセスは、室温で行うことができるので、ＴＦ
Ｔ構造として、スタガ構造及び逆スタガ構造いずれをも形成することができる。
【０１５０】
　Ｉｎ２Ｏ３酸化物膜は、気相法により成膜でき、成膜中の雰囲気に水分を、０．１Ｐａ
程度添加することにより、アモルファス膜が得られる。
【０１５１】
　また、ＺｎＯ及びＳｎＯ２は、アモルファス膜を得ることは難しいが、Ｉｎ２Ｏ３を、
ＺｎＯの場合には２０原子量％程度、ＳｎＯ２の場合には、９０原子量％程度添加するこ
とによりアモルファス膜を得ることができる。特に、Ｓｎ－Ｉｎ―Ｏ系アモルファス膜を
得るためには、雰囲気中に窒素ガスを０．１Ｐａ程度導入すればよい。
【０１５２】
　上記のアモルファス膜に、Ｚｎより原子番号の小さい２族元素Ｍ２（Ｍ２は、Ｍｇ，Ｃ
ａ）、Ｉｎより原子番号の小さい３属元素Ｍ３（Ｍ３は、Ｂ，Ａｌ、Ｇａ、Ｙ），Ｓｎよ
り小さい原子番号の小さい４属元素Ｍ４（Ｍ４は、Ｓｉ，Ｇｅ，Ｚｒ）、５属元素Ｍ５（
Ｍ５は、Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ）およびＬｕ、Ｗのうち、少なくとも１種類の複合酸化物を構成
する元素を添加できる。
【０１５３】
　それにより、室温での、アモルファス膜をより安定化させることができる。また、アモ
ルファス膜が得られる組成範囲を広げることができる。
【０１５４】
　特に、共有結合性の強い、Ｂ，Ｓｉ，Ｇｅの添加は、アモルファス相安定化に有効であ
るし、イオン半径の差の大きいイオンから構成される複合酸化物は、アモルファス相が安
定化する。
【０１５５】
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　たとえば、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系では、Ｉｎが約２０原子％超の組成範囲でないと、室温で
安定なアモルファス膜は得難いが、ＭｇをＩｎと当量添加することにより、Ｉｎが約１５
原子量％超の組成範囲で、安定なアモルファス膜を得ることができる。
【０１５６】
　気相法による成膜において、雰囲気を制御することにより、電子キャリア濃度が、１０
１８／ｃｍ３未満、１０１５／ｃｍ３超のアモルファス酸化膜を得ることができる。
【０１５７】
　アモルファス酸化物の成膜方法としては、パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）、スパッ
タ法（ＳＰ法）及び電子ビーム蒸着法などの気相法を用いるのがよい。気相法の中でも、
材料系の組成を制御しやすい点では、ＰＬＤ法が、量産性の点からは、ＳＰ法が適してい
る。しかし、成膜法は、これらの方法に限られるのものではない。
（ＰＬＤ法によるＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化膜の成膜）
ＫｒＦエキシマレーザーを用いたＰＬＤ法により、ガラス基板（コーニング社製１７３７
）上にＩｎ－Ｚｎ―Ｇａ―Ｏ系アモルファス酸化物膜を堆積させた。このとき、ＩｎＧａ
Ｏ３（ＺｎＯ）及びＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４組成を有する多結晶焼結体をそれぞれター
ゲットとした。
【０１５８】
　成膜装置は、既述の図９に記載されている装置を用い、成膜条件は、当該装置を用いた
場合と同様とした。
【０１５９】
　基板温度は２５℃である。得られた膜に関し、膜面にすれすれ入射Ｘ線回折（薄膜法、
入射角０．５度）を行ったところ、明瞭な回折ピークは検出されず、２種類のターゲット
から作製したＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ系膜は、いずれもアモルファス膜であることが示され
た。
【０１６０】
　さらに、ガラス基板上のＩｎ－Ｚｎ―Ｇａ―Ｏ系アモルファス酸化物膜のＸ線反射率測
定を行い、パターンの解析を行った結果、薄膜の平均二乗粗さ（Ｒｒｍｓ）は約０．５ｎ
ｍであり、膜厚は約１２０ｎｍであることが分かった。
【０１６１】
　蛍光Ｘ線（ＸＲＦ）分析の結果、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）組成を有する多結晶焼結体を
ターゲットとして得られた膜の金属組成比はＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１．１：１．１：０．９
であった。また、ＩｎＧａＯ（ＺｎＯ）４組成を有する多結晶焼結体をターゲットとして
得られた膜の金属組成比は、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝０．９８：１．０２：４であった。
【０１６２】
　成膜時の雰囲気の酸素分圧を変化させ、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４組成を有する多結晶
焼結体をターゲットとして得られたアモルファス酸化膜の電子キャリア濃度を測定した。
その結果を図１に示す。酸素分圧が４．２Ｐａ超の雰囲気中で成膜することにより、電子
キャリア濃度を１０１８／ｃｍ３未満に低下させることができた。この場合、基板の温度
は意図的に加温しない状態でほぼ室温に維持されている。また、酸素分圧が６．５Ｐａ未
満の時は、得られたアモルファス酸化物膜の表面は平坦であった。
【０１６３】
　酸素分圧が５Ｐａの時、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４組成を有する多結晶焼結体をターゲ
ットとして得られたアモルファス酸化膜の電子キャリア濃度は１０１６／ｃｍ３、電気伝
導度は、１０－２Ｓ／ｃｍであった。また、電子移動度は、約５ｃｍ２／Ｖ・秒と推測さ
れた。光吸収スペクトルの解析から、作製したアモルファス酸化物膜の禁制帯エネルギー
幅は、約３ｅＶと求まった。
【０１６４】
　酸素分圧をさらに大きくすると、電子キャリア濃度をさらに低下させることができた。
図１に示す様に、基板温度２５℃、酸素分圧６Ｐａで成膜したＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ系ア
モルファス酸化物膜では、電子キャリア濃度を８×１０１５／ｃｍ３（電気伝導：約８×
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１０－３Ｓ／ｃｍ）に低下させることができた。得られた膜は、電子移動度が１ｃｍ２／
（Ｖ・秒）超と推測された。しかし、ＰＬＤ法では、酸素分圧を６．５Ｐａ以上にすると
、堆積した膜の表面が凸凹となり、ＴＦＴのチャネル層として用いることが困難となった
。
【０１６５】
　ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４組成を有する多結晶焼結体をターゲットとし、異なる酸素分
圧で成膜したＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化物膜に関して、電子キャリア濃度
と電子移動度の関係を調べた。その結果を図２に示す。電子キャリア濃度が、１０１６／
ｃｍ３から１０２０／ｃｍ３に増加すると、電子移動度は、約３ｃｍ２／（Ｖ・秒）から
約１１ｃｍ２／（Ｖ・秒）に増加することが示された。また、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）組
成を有する多結晶焼結体をターゲットとして得られたアモルファス酸化膜に関しても、同
様の傾向が見られた。
【０１６６】
　ガラス基板の代わりに厚さ２００μｍのポリエチレン・テレフタレート（ＰＥＴ）フィ
ルムを用いた場合にも、得られたＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化物膜は、同様
の特性を示した。
【０１６７】
（ＰＬＤ法によるＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｍｇ－Ｏ系アモルファス酸化物膜の成膜）
　ターゲットとして多結晶ＩｎＧａＯ３（Ｚｎ１－ｘＭｇｘＯ）４（０＜ｘ≦１）を用い
、ＰＬＤ法により、ガラス基板上にＩｎＧａＯ３（Ｚｎ１－ｘＭｇｘＯ）４（０＜ｘ≦１
）膜を成膜した。
【０１６８】
　成膜装置は、図９に記載の装置を用いた。
【０１６９】
　被成膜基板としては、ＳｉＯ２ガラス基板（コーニング社製１７３７）を用意した。そ
の基板に前処理として、超音波脱脂洗浄を、アセトン、エタノール、超純水により各５分
間ずつ行った後、空気中１００℃で．乾燥させた。ターゲットとしては、ＩｎＧａ（Ｚｎ

１－ｘＭｇｘＯ）４（ｘ＝１－０）焼結体（サイズ２０ｍｍΦ５ｍｍｔ）を用いた。
【０１７０】
　ターゲットは、出発原料Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ：ＭｇＯ（各４Ｎ試薬）を、
湿式混合（溶媒：エタノール）、仮焼（１０００℃：２ｈ）、乾式粉砕、本焼結（１５５
０℃：２ｈ）を経て作製した。
【０１７１】
　成長室到達真空は、２×１０－６（Ｐａ）であり、成長中の酸素分圧は、０．８（Ｐａ
）とした。基板温度は、室温（２５℃）で行い、ターゲットと被成膜基板間の距離は、３
０（ｍｍ）であった。
【０１７２】
　なお、ＫｒＦエキシマレーザーのパワーは、１．５（ｍＪ／ｃｍ２／ｐｕｌｓｅ）、パ
ルス幅は、２０（ｎｓｅｃ）、繰り返し周波数は、１０（Ｈｚ）、照射スポット径は、１
×１（ｍｍ角）とした。
【０１７３】
　成膜レートは、７（ｎｍ／ｍｉｎ）であった。
【０１７４】
　雰囲気は酸素分圧０．８Ｐａで、基板温度は２５℃である。得られた膜に関し、膜面に
すれすれ入射Ｘ線回折（薄膜法、入射角０．５度）を行ったところ、明瞭な回折ピークは
検出されず、作製したＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｍｇ－Ｏ系膜はアモルファス膜であることが示
された。得られた膜の表面は平坦であった。
【０１７５】
　異なるｘ値のターゲットを用いて、酸素分圧０．８Ｐａの雰囲気中で成膜したＩｎ－Ｚ
ｎ－Ｇａ－Ｍｇ－Ｏ系アモルファス酸化物膜の電気伝導度、電子キャリア濃度及び電子移
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動度のｘ値依存性を調べた。
【０１７６】
　その結果を、図４に示す。ｘ値が０．４超のとき、酸素分圧０．８Ｐａの雰囲気中で、
ＰＬＤ法により成膜したアモルファス酸化物膜では、電子キャリア濃度を１０１８／ｃｍ
３未満にできることが示された。また、ｘ値が０．４超のアモルファス酸化物膜では、電
子移動度は、１ｃｍ２／Ｖ・秒超であった。
【０１７７】
　図４に示すように、Ｚｎを８０原子％のＭｇで置換したターゲットを使用した場合、酸
素分圧０．８Ｐａの雰囲気で、パルスレーザー堆積法で得られた膜の電子キャリア濃度を
１０１６／ｃｍ３未満とすることができる（電気抵抗値は、約１０－２Ｓ／ｃｍである。
）。こうした膜の電子移動度は、Ｍｇ無添加膜に比べて低下するが、その程度は少なく、
室温での電子移動度は約５ｃｍ２／（Ｖ・秒）で、アモルファスシリコンに比べて、１桁
程度大きな値を示す。同じ条件で成膜した場合、Ｍｇ含有量の増加に対して、電気伝導度
と電子移動度は、共に低下するので、Ｍｇの含有量は、好ましくは、２０原子％超、８５
原子％未満（ｘにして、０．２＜ｘ＜０．８５）、より好適には０．５＜ｘ＜０．８５で
ある。
【０１７８】
　ガラス基板の代わりに厚さ２００μｍのポリエチレン・テレフタレート（ＰＥＴ）フィ
ルムを用いた場合にも、得られたＩｎＧａＯ３（Ｚｎ１－ｘＭｇｘＯ）４（０＜ｘ≦１）
アモルファス酸化物膜は、同様の特性を示した。
（ＰＬＤ法によるＩｎ２Ｏ３アモルファス酸化物膜の成膜）
　ＫｒＦエキシマレーザーを用いたＰＬＤ法により、Ｉｎ２Ｏ３多結晶焼結体をターゲッ
トとして、厚さ２００μｍのＰＥＴフィルム上にＩｎ２Ｏ３膜を成膜した。
【０１７９】
　装置は、図９に示した装置を用いた。被成膜基板として、ＳｉＯ２ガラス基板（コーニ
ング社製１７３７）を用意した。
【０１８０】
　この基板の前処理として、超音波脱脂洗浄を、アセトン、エタノール、超純水で各５分
間ずつ行った後、空気中１００℃で乾燥させた。
【０１８１】
　ターゲットとしては、Ｉｎ２Ｏ３焼結体（サイズ２０ｍｍΦ５ｍｍｔ）を用いた。これ
は、出発原料Ｉｎ２Ｏ３（４Ｎ試薬）を仮焼（１０００℃：２ｈ）、乾式粉砕、本焼結（
１５５０℃：２ｈ）を経て準備した。
【０１８２】
　成長室到達真空は、２×１０－６（Ｐａ）、成長中の酸素分圧は、５（Ｐａ）、基板温
度は室温とした。
【０１８３】
　酸素分圧は５Ｐａ、水蒸気分圧は０．１Ｐａとし、さらに、酸素ラジカル発生装置に２
００Ｗを印加して、酸素ラジカルを発生させた。
【０１８４】
　ターゲットと被成膜基板間の距離は、４０（ｍｍ）、ＫｒＦエキシマレーザーのパワー
は０．５（ｍＪ／ｃｍ２／ｐｕｌｓｅ）、パルス幅は、２０（ｎｓｅｃ）、繰り返し周波
数は、１０（Ｈｚ）、照射スポット径は１×１（ｍｍ角）であった。
【０１８５】
　成膜レートは、３（ｎｍ／ｍｉｎ）であった。
【０１８６】
　得られた膜に関し、膜面にすれすれ入射Ｘ線回折（薄膜法、入射角０．５度）を行った
ところ、明瞭な回折ピークは検出されず、作製したＩｎ－Ｏ系膜はアモルファス膜である
ことが示された。膜厚は、８０ｎｍであった。
【０１８７】
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　得られたＩｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜の電子キャリア濃度は５×１０１７／ｃｍ３

で、電子移動度は、約７ｃｍ２／Ｖ・秒であった。
【０１８８】
（ＰＬＤ法によるＩｎ－Ｓｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜の成膜）
　ＫｒＦエキシマレーザーを用いたＰＬＤ法により、（Ｉｎ０．９Ｓｎ０．１）Ｏ３．１

多結晶焼結体をターゲットとして、厚さ２００μｍのＰＥＴフィルム上にＩｎ－Ｓｎ－Ｏ
系酸化物膜を成膜した。
【０１８９】
　具体的には、被成膜基板として、ＳｉＯ２ガラス基板（コーニング社製１７３７）を用
意した。基板前処理として、超音波脱脂洗浄をアセトン、エタノール、超純水を用いて各
５分間ずつ行った。その後、空気中１００℃で乾燥させた。
【０１９０】
　ターゲットは、Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２焼結体（サイズ２０ｍｍφ５ｍｍｔ）を準備した
。これは、出発原料として、Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２（４Ｎ試薬）を湿式混合（溶媒：エタ
ノール）、仮焼（１０００℃：２ｈ）、乾式粉砕、本焼結（１５５０℃：２ｈ）を経て得
られる。
【０１９１】
　基板温度は室温である。酸素分圧は５（Ｐａ）、窒素分圧は、０．１（Ｐａ）とし、さ
らに、酸素ラジカル発生装置に２００Ｗを印加して、酸素ラジカルを発生させた。
【０１９２】
　ターゲットと被成膜基板間の距離は、３０（ｍｍ）とし、ＫｒＦエキシマレーザーのパ
ワーは、１．５（ｍＪ／ｃｍ２／ｐｕｌｓｅ）、パルス幅は、２０（ｎｓｅｃ）とした。
また、繰り返し周波数は、１０（Ｈｚ）、照射スポット径は、１×１（ｍｍ角）であった
。成膜レートは、６（ｎｍ／ｍｉｎ）であった。
【０１９３】
　得られた膜に関し、膜面にすれすれ入射Ｘ線回折（薄膜法、入射角０．５度）を行った
ところ、明瞭な回折ピークは検出されず、作製したＩｎ－Ｓｎ－Ｏ系膜はアモルファス膜
であることが示された。
【０１９４】
　得られたＩｎ－Ｓｎ－Ｏアモルファス酸化物膜の電子キャリア濃度は、８×１０１７／
ｃｍ３で、電子移動度は、約５ｃｍ２／Ｖ・秒であった。膜厚は、１００ｎｍであった。
（ＰＬＤ法によるＩｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化物膜の成膜）
　被成膜基板として、ＳｉＯ２ガラス基板（コーニング社製１７３７）を用意した。
【０１９５】
　基板の前処理として、超音波脱脂洗浄をアセトン、エタノール、超純水を用いて、各５
分間行った後、空気中１００℃で乾燥させた。
【０１９６】
　ターゲットとして、（Ｉｎ２Ｏ３）１－ｘ－（Ｇａ２Ｏ３）ｘ（Ｘ＝０－１）焼結体（
サイズ２０ｍｍΦ５ｍｍｔ）を用意した。なお、例えばｘ＝０．１の場合は、ターゲット
は、（Ｉｎ０．９Ｇａ０．１）２Ｏ３多結晶焼結体ということになる。
【０１９７】
　これは、出発原料：Ｉｎ２Ｏ３－Ｇａ２Ｏ２（４Ｎ試薬）を、湿式混合（溶媒：エタノ
ール）、仮焼（１０００℃：２ｈ）、乾式粉砕、本焼結（１５５０℃：２ｈ）を経て得ら
れる。
【０１９８】
　成長室到達真空は、２×１０－６（Ｐａ）であり、成長中の酸素分圧は、１（Ｐａ）と
した。
【０１９９】
　基板温度は、室温で行い、ターゲットと被成膜基板間の距離は、３０（ｍｍ）、ＫｒＦ
エキシマレーザーのパワーは、１．５（ｍＪ／ｃｍ２／ｐｕｌｓｅ）、パルス幅は、２０
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（ｎｓｅｃ）であった。そして、繰り返し周波数は、１０（Ｈｚ）、照射スポット径は、
１×１（ｍｍ角）であった。成膜レートは、６（ｎｍ／ｍｉｎ）であった。
【０２００】
　基板温度は２５℃である。酸素分圧は１Ｐａであった。得られた膜に関し、膜面にすれ
すれ入射Ｘ線回折（薄膜法、入射角０．５度）を行ったところ、明瞭な回折ピークは検出
されず、作製したＩｎ－Ｇａ－Ｏ系膜はアモルファス膜であることが示された。膜厚は、
１２０ｎｍであった。
【０２０１】
　得られたＩｎ－Ｇａ－Ｏアモルファス酸化物膜の電子キャリア濃度は、８×１０１６／
ｃｍ３で、電子移動度は、約１ｃｍ２／Ｖ・秒であった。
（Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化物膜を用いたＴＦＴ素子の作製（ガラス基板
））
ＴＦＴ素子の作製
　図５に示すトップゲート型ＴＦＴ素子を作製した。
【０２０２】
　まず、ガラス基板（１）上に、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４組成を有する多結晶焼結体を
ターゲットとし、酸素分圧５Ｐａの条件で、前述したＰＬＤ装置を用いて、Ｉｎ－Ｇａ－
Ｚｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜を作製した。チャンネル層（２）として用いる厚さ１２
０ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス膜を形成した。
【０２０３】
　さらにその上に、チャンバー内の酸素分圧を１Ｐａ未満にして、ＰＬＤ法により電気伝
導度の大きなＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス膜及び金膜をそれぞれ３０ｎｍ積層し
た。そして、フォトリソグラフィー法とリフトオフ法により、ドレイン端子（５）及びソ
ース端子（６）を形成した。
【０２０４】
　最後にゲート絶縁膜（３）として用いるＹ２Ｏ３膜を電子ビーム蒸着法により成膜した
（厚み：９０ｎｍ、比誘電率：約１５、リーク電流密度：０．５ＭＶ／ｃｍ印加時に１０
－３Ａ／ｃｍ２）。そして、その上に金を成膜し、フォトリソグラフィー法とリフトオフ
法により、ゲート端子（４）を形成した。チャネル長は、５０μｍで、チャネル幅は、２
００μｍであった。
【０２０５】
ＴＦＴ素子の特性評価
　図６に、室温下で測定したＴＦＴ素子の電流－電圧特性を示す。ドレイン電圧ＶＤＳの
増加に伴い、ドレイン電流ＩＤＳが増加したことからチャネルがｎ型伝導であることが分
かる。
【０２０６】
　これは、アモルファスＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜がｎ型伝導体であ
るという事実と矛盾しない。ＩＤＳはＶＤＳ＝６Ｖ程度で飽和（ピンチオフ）する典型的
な半導体トランジスタの挙動を示した。利得特性を調べたところ、ＶＤＳ＝４Ｖ印加時に
おけるゲート電圧ＶＧＳの閾値は約－０．５Ｖであった。
【０２０７】
　また、ＶＧ＝１０Ｖ時には、ＩＤＳ＝１．０×１０－５Ａの電流が流れた。これはゲー
トバイアスにより絶縁体のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜内にキャリアを
誘起できたことに対応する。
【０２０８】
　トランジスタのオン・オフ比は、１０３超であった。また、出力特性から電界効果移動
度を算出したところ、飽和領域において約７ｃｍ２（Ｖｓ）－１の電界効果移動度が得ら
れた。作製した素子に可視光を照射して同様の測定を行なったが、トランジスタ特性の変
化は認められなかった。
【０２０９】
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　なお、アモルファス酸化物の電子キャリア濃度を１０１８／ｃｍ３未満にすることでＴ
ＦＴのチャネル層として適用できる。この電子キャリア濃度としては、１０１７／ｃｍ３

以下がより好ましく、１０１６／ｃｍ３以下にすると更に好ましかった。
（Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化物膜を用いたＴＦＴ素子の作製（アモルファ
ス基板））
　図５に示すトップゲート型ＴＦＴ素子を作製した。まず、ポリエチレン・テレフタレー
ト（ＰＥＴ）フィルム（１）上に、ＰＬＤ法により、酸素分圧５Ｐａの雰囲気で、チャン
ネル層（２）として用いる厚さ１２０ｎｍのＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化物
膜を形成した。このとき、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）組成を有する多結晶焼結体をターゲッ
トとした。
【０２１０】
　さらにその上に、チャンバー内酸素分圧を１Ｐａ未満にして、ＰＬＤ法により電気伝導
度の大きなＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化物膜及び金膜をそれぞれ３０ｎｍ積
層した。そして、フォトリソグラフィー法とリフトオフ法により、ドレイン端子（５）及
びソース端子（６）を形成した。最後にゲート絶縁膜（３）を電子ビーム蒸着法により成
膜して、その上に金を成膜し、フォトリソグラフィー法とリフトオフ法により、ゲート端
子（４）を形成した。チャネル長は、５０μｍで、チャネル幅は、２００μｍであった。
ゲート絶縁膜として、Ｙ２Ｏ３（厚さ：１４０ｎｍ），Ａｌ２Ｏ３（厚さ：１３０μｍ）
及びＨｆＯ２（厚さ：１４０μｍ）を用いた３種類の上記の構造を有するＴＦＴを作成し
た。
【０２１１】
ＴＦＴ素子の特性評価
　ＰＥＴフィルム上に形成したＴＦＴの室温下で測定した電流－電圧特性は、図６と同様
であった。すなわち、ドレイン電圧ＶＤＳの増加に伴い、ドレイン電流ＩＤＳが増加した
ことから、チャネルがｎ型伝導であることが分かる。これは、アモルファスＩｎ－Ｇａ－
Ｚｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜がｎ型伝導体であるという事実と矛盾しない。ＩＤＳは
ＶＤＳ＝６Ｖ程度で飽和（ピンチオフ）する典型的なトランジスタの挙動を示した。また
、Ｖｇ＝０のときには、Ｉｄｓ＝１０－８Ａ，Ｖｇ＝１０Ｖ時には、ＩＤＳ＝２．０×１
０－５Ａの電流が流れた。これはゲートバイアスにより絶縁体のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系
アモルファス酸化物膜内に電子キャリアを誘起できたことに対応する。
【０２１２】
　トランジスタのオン・オフ比は、１０３超であった。また、出力特性から電界効果移動
度を算出したところ、飽和領域において約７ｃｍ２（Ｖｓ）－１の電界効果移動度が得ら
れた。
【０２１３】
　ＰＥＴフィルム上に作成した素子を、曲率半径３０ｍｍで屈曲させ、同様のトランジス
タ特性の測定を行ったが、トランジスタ特性に変化は認められなかった。また、可視光を
照射して同様の測定を行なったが、トランジスタ特性の変化は認められなかった。
【０２１４】
　ゲート絶縁膜としてＡｌ２Ｏ３膜を用いたＴＦＴでも、図６に示したものと類似のトラ
ンジスタ特性を示したが、Ｖｇ＝０のときには、Ｉｄｓ＝１０－８Ａ，Ｖｇ＝１０Ｖ時に
は、ＩＤＳ＝５．０×１０－６Ａの電流が流れた。トランジスタのオン・オフ比は、１０
２超であった。また、出力特性から電界効果移動度を算出したところ、飽和領域において
約２ｃｍ２（Ｖｓ）－１の電界効果移動度が得られた。
【０２１５】
　ゲート絶縁膜としてＨｆＯ２膜を用いたＴＦＴでも、図６に示したものと類似のトラン
ジスタ特性を示したが、Ｖｇ＝０のときには、Ｉｄｓ＝１０－８Ａ，Ｖｇ＝１０Ｖ時には
、ＩＤＳ＝１．０×１０－６Ａの電流が流れた。トランジスタのオン・オフ比は、１０２

超であった。また、出力特性から電界効果移動度を算出したところ、飽和領域において約
１０ｃｍ２（Ｖｓ）－１の電界効果移動度が得られた。
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（ＰＬＤ法によるＩｎ２Ｏ３アモルファス酸化物膜を用いたＴＦＴ素子の作成）
　図５に示すトップゲート型ＴＦＴ素子を作製した。まず、ポリエチレン・テレフタレー
ト（ＰＥＴ）フィルム（１）上に、ＰＬＤ法により、チャンネル層（２）として用いる厚
さ８０ｎｍのＩｎ２Ｏ３アモルファス酸化物膜を形成した。
【０２１６】
　さらにその上に、チャンバー内酸素分圧を１Ｐａ未満にして、さらに酸素ラジカル発生
装置への印加電圧をゼロにして、ＰＬＤ法により、電気伝導度の大きなＩｎ２Ｏ３アモル
ファス酸化物膜及び金膜をそれぞれ３０ｎｍ積層した。そして、フォトリゾグラフィー法
とリフトオフ法により、ドレイン端子（５）及びソース端子（６）を形成した。最後にゲ
ート絶縁膜（３）として用いるＹ２Ｏ３膜を電子ビーム蒸着法により成膜した。そして、
その上に金を成膜して、フォトリソグラフィー法とリフトオフ法により、ゲート端子（４
）を形成した。
【０２１７】
ＴＦＴ素子の特性評価
　ＰＥＴフィルム上に形成したＴＦＴの室温下で測定した電流－電圧特性を測定した。ド
レイン電圧ＶＤＳの増加に伴い、ドレイン電流ＩＤＳが増加したことからチャネルがｎ型
半導体であることが分かる。これは、Ｉｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜がｎ型伝導体であ
るという事実と矛盾しない。ＩＤＳはＶＤＳ＝５Ｖ程度で飽和（ピンチオフ）する典型的
なトランジスタの挙動を示した。また、Ｖｇ＝０Ｖ時には、２×１０－８Ａ、ＶＧ＝１０
Ｖ時には、ＩＤＳ＝２．０×１０－６Ａの電流が流れた。これはゲートバイアスにより絶
縁体のＩｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜内に電子キャリアを誘起できたことに対応する。
【０２１８】
　トランジスタのオン・オフ比は、約１０２であった。また、出力特性から電界効果移動
度を算出したところ、飽和領域において約１０ｃｍ２（Ｖｓ）－１の電界効果移動度が得
られた。ガラス基板上に作成したＴＦＴ素子も同様の特性を示した。
【０２１９】
　ＰＥＴフィルム上に作成した素子を、曲率半径３０ｍｍで曲げ、同様のトランジスタ特
性の測定を行ったが、トランジスタ特性に変化は認められなかった。
（ＰＬＤ法によるＩｎ－Ｓｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜を用いたＴＦＴ素子の作成）
　図５に示すトップゲート型ＴＦＴ素子を作製した。まず、ポリエチレン・テレフタレー
ト（ＰＥＴ）フィルム（１）上に、ＰＬＤ法により、チャンネル層（２）として用いる厚
さ１００ｎｍのＩｎ－Ｓｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜を形成した。さらにその上に、チ
ャンバー内酸素分圧を１Ｐａ未満にして、さらに酸素ラジカル発生装置への印加電圧をゼ
ロにして、ＰＬＤ法により、電気伝導度の大きなＩｎ－Ｓｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜
及び金膜をそれぞれ３０ｎｍ積層した。そして、フォトリゾグラフィー法とリフトオフ法
により、ドレイン端子（５）及びソース端子（６）を形成した。最後にゲート絶縁膜（３
）として用いるＹ２Ｏ３膜を電子ビーム蒸着法により成膜し、その上に金を成膜して、フ
ォトリソグラフィー法とリフトオフ法により、ゲート端子（４）を形成した。
【０２２０】
ＴＦＴ素子の特性評価
　ＰＥＴフィルム上に形成したＴＦＴの室温下で測定した電流－電圧特性を測定した。ド
レイン電圧ＶＤＳの増加に伴い、ドレイン電流ＩＤＳが増加したことからチャネルがｎ型
半導体であることが分かる。これは、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜がｎ型伝導
体であるという事実と矛盾しない。ＩＤＳはＶＤＳ＝６Ｖ程度で飽和（ピンチオフ）する
典型的なトランジスタの挙動を示した。また、Ｖｇ＝０Ｖ時には、５×１０－８Ａ、ＶＧ

＝１０Ｖ時には、ＩＤＳ＝５．０×１０－５Ａの電流が流れた。これはゲートバイアスに
より絶縁体のＩｎ－Ｓｎ－Ｏ系アモルファス酸化物膜内に電子キャリアを誘起できたこと
に対応する。
【０２２１】
　トランジスタのオン・オフ比は、約１０３であった。また、出力特性から電界効果移動
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度を算出したところ、飽和領域において約５ｃｍ２（Ｖｓ）－１の電界効果移動度が得ら
れた。ガラス基板上に作成したＴＦＴ素子も同様の特性を示した。
　ＰＥＴフィルム上に作成した素子を、曲率半径３０ｍｍで曲げ、同様のトランジスタ特
性の測定を行ったが、トランジスタ特性に変化は認められなかった。
（ＰＬＤ法によるＩｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化物膜を用いたＴＦＴ素子の作成）
　図５に示すトップゲート型ＴＦＴ素子を作製した。まず、ポリエチレン・テレフタレー
ト（ＰＥＴ）フィルム（１）上に、実施例６に示した成膜法により、チャンネル層（２）
として用いる厚さ１２０ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化物膜を形成した。さら
にその上に、チャンバー内の酸素分圧を１Ｐａ未満にして、さらに酸素ラジカル発生装置
への印加電圧をゼロにして、ＰＬＤ法により、電気伝導度の大きなＩｎ－Ｇａ－Ｏ系アモ
ルファス酸化物膜及び金膜をそれぞれ３０ｎｍ積層した。そして、フォトリゾグラフィー
法とリフトオフ法により、ドレイン端子（５）及びソース端子（６）を形成した。最後に
ゲート絶縁膜（３）として用いるＹ２Ｏ３膜を電子ビーム蒸着法により成膜し、その上に
金を成膜して、フォトリソグラフィー法とリフトオフ法により、ゲート端子（４）を形成
した。
【０２２２】
ＴＦＴ素子の特性評価
　ＰＥＴフィルム上に形成したＴＦＴの室温下で測定した電流－電圧特性を測定した。ド
レイン電圧ＶＤＳの増加に伴い、ドレイン電流ＩＤＳが増加したことからチャネルがｎ型
半導体であることが分かる。これは、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化物膜がｎ型伝導
体であるという事実と矛盾しない。ＩＤＳはＶＤＳ＝６Ｖ程度で飽和（ピンチオフ）する
典型的なトランジスタの挙動を示した。また、Ｖｇ＝０Ｖ時には、１×１０－８Ａ、ＶＧ

＝１０Ｖ時には、ＩＤＳ＝１．０×１０－６Ａの電流が流れた。これはゲートバイアスに
より絶縁体のＩｎ－Ｇａ－Ｏ系アモルファス酸化物膜内に電子キャリアを誘起できたこと
に対応する。
【０２２３】
　トランジスタのオン・オフ比は、約１０２であった。また、出力特性から電界効果移動
度を算出したところ、飽和領域において約０．８ｃｍ２（Ｖｓ）－１の電界効果移動度が
得られた。ガラス基板上に作成したＴＦＴ素子も同様の特性を示した。
【０２２４】
　ＰＥＴフィルム上に作成した素子を、曲率半径３０ｍｍで曲げ、同様のトランジスタ特
性の測定を行ったが、トランジスタ特性に変化は認められなかった。
【０２２５】
　なお、アモルファス酸化物の電子キャリア濃度を１０１８／ｃｍ３未満にすることでＴ
ＦＴのチャネル層として適用できる。この電子キャリア濃度としては、１０１７／ｃｍ３

以下がより好ましく、１０１６／ｃｍ３以下にすると更に好ましかった。
（第２の実施形態）
　また、本発明は、電界効果型ＴＦＴの出力端子であるドレインに、エレクトロルミネッ
センス素子などの発光素子、液晶セルや電気泳動型粒子セルの光透過率制御素子もしくは
光反射率制御素子の入力電極が接続された光制御素子に関する。
【０２２６】
　図７を用いて説明する。
【０２２７】
　基体１１上に堆積しパターニングした非晶質酸化物半導体膜１２と、ソース電極１３と
、ドレイン電極１４とゲート絶縁膜１５と、ゲート電極１６からＴＦＴが構成されている
。
　ドレイン電極１４に、層間絶縁膜１７を介して電極１８が接続されており、電極１８は
発光層１９と接し、さらに発光層１９が電極２０と接している。
【０２２８】
　発光層１９に注入する電流を、ソース電極１３からドレイン電極１４に非晶質酸化物半
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導体膜１２に形成されるチャネルを介して流れる電流値によって制御する。即ち、ゲート
電極１６により印加される電圧によって制御することができる。
【０２２９】
　ここで、発光層１９は無機もしくは有機のエレクトロルミネッセンス素子であることが
好ましい。
【０２３０】
　また、図８に示すように、ドレイン電極１４が延長されて電極１８を兼ねており、これ
を高抵抗膜２１、２２に挟まれた液晶セルや電気泳動型粒子セル２３からなる光透過率制
御素子もしくは光反射率制御素子へ電圧を印加する電極１８とすることもできる。
【０２３１】
　この構成により、これら光透過率制御素子もしくは光反射率制御素子に印加する電圧を
、ソース電極１３からドレイン電極１４に非晶質酸化物半導体膜１２に形成されるチャネ
ルを介して流れる電流値によって制御することが可能となる。
【０２３２】
　即ち、ＴＦＴのゲート６の電圧によって制御することができる。ここで光透過率制御素
子もしくは光反射率制御素子が流体と粒子を絶縁性皮膜中に封止したカプセルである場合
、高抵抗膜２１、２２は、不要である。
【０２３３】
　上述の２例においてＴＦＴとしては、トップゲートのコプレナー型の構成で代表させた
が、本発明は必ずしも本構成に限定されるものではない。ＴＦＴの出力端子であるドレイ
ン電極と発光素子の接続が位相幾何的に同一であれば、スタッガ型等、他の構成も可能で
ある。
【０２３４】
　また、上述の２例においては、発光素子、光透過率制御素子もしくは光反射率制御素子
を駆動する一対の電極が、基体と平行に設けられた例を図示したが、本発明は必ずしも本
構成に限定されるものではない。
【０２３５】
　ＴＦＴの出力端子であるドレイン電極と発光素子の接続が位相幾何的に同一であれば、
いずれかの電極もしくは両電極が基体と垂直に設けられていてもよい。
【０２３６】
　さらに、上述の２例においては、発光素子、光透過率制御素子もしくは光反射率制御素
子に接続されるＴＦＴをひとつだけ図示したが、本発明は必ずしも本構成に限定されるも
のではない。
【０２３７】
　図中に示したＴＦＴが、さらに本発明による別のＴＦＴに接続されていてもよく、図中
のＴＦＴはそれらＴＦＴによる回路の最終段であればよい。
【０２３８】
　ここで、発光素子、光透過率制御素子もしくは光反射率制御素子を駆動する一対の電極
が、基体と平行に設けられた場合、発光素子もしくは光反射率制御素子ならば、いずれか
の電極が発光波長もしくは反射光の波長に対して透明である必要がある。あるいは光透過
率制御素子ならば、両電極とも透過光に対して透明である必要がある。なお、本発明にお
ける、透明とは、実質的に透明である場合は勿論、光透過性があるものを含む概念である
。
【０２３９】
　さらに、本発明のＴＦＴでは、全ての構成体を透明にすることも可能であり、これによ
り、透明な光制御素子を形成することもできる。また、軽量可撓で透明な樹脂製プラスチ
ック基板など低耐熱性基体の上にも、かかる光制御素子を設けることができる。
【０２４０】
　アクティブマトリックス型に配線された複数の上記ＴＦＴとともに、第１あるいは第２
の実施形態で述べた前記光制御素子を、二次元的に複数配列させることもできる。
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【０２４１】
　たとえば、光制御素子を駆動するひとつのＴＦＴのゲート電極５が、アクティブマトリ
ックスのゲート線に接続され、同ＴＦＴのソース電極が信号先に配線されたアクティブマ
トリックス回路を構成する。こうすることで、各光制御素子を画素とした画像表示装置を
提供することができる。
【０２４２】
　さらに、互いに発光波長、透過光波長あるいは反射光波長の異なる隣接する複数の光制
御素子で、一画素を構成すれば、カラー画像表示装置を提供することも可能である。勿論
、この場合に、カラーフィルタを用いることもできる。
（その他の実施形態）
　また、本発明は、上記画像表示装置を具えたテレビ受像機等の放送動画表示機器である
。本発明の画像表示装置は、とくに携帯型の放送動画表示機器に軽量化と可撓性と破損時
の安全性を与える効果を有する。
【０２４３】
　また、本発明は、上記画像表示装置を具えたコンピュータ等のデジタル情報処理機器で
ある。
【０２４４】
　本発明の画像表示装置は、軽量可撓ゆえに据え置き型コンピュータディスプレイの設置
の自由度と可搬性を与える。さらに、たとえばノート型コンピュータや個人用デジタル支
援機器など携帯型のデジタル情報処理機器に軽量化と可撓性と破損時の安全性を与える効
果を有する。
【０２４５】
　また、本発明は、上記画像表示装置を具えた携帯電話、携帯型音楽再生機、携帯型動画
再生機、ヘッドマウントディスプレイ等の携帯型情報機器である。本発明の画像表示装置
は、これら携帯型情報機器に軽量化と可撓性と破損時の安全性を与える効果を有する。と
くに透明化された本発明の画像表示装置をヘッドマウントディスプレイに用いる場合、シ
ースルーの機器を提供することができる。
【０２４６】
　また、本発明は、上記画像表示装置を具えたスチルカメラやムービーカメラ等の撮像機
器である。本発明の画像表示装置は、これら撮像機器に軽量化と可撓性と破損時の安全性
を与える効果を有する。
【０２４７】
　また、本発明は、上記画像表示装置を具えた、窓、扉、天井、床、内壁、外壁、仕切り
等の建築構造物である。本発明の画像表示装置は軽量可撓で透明化も可能であるゆえに、
それら建築構造物に容易に付加することが可能であるばかりでなく、画像を表示しないと
きには建築構造物としての外観を損なうことがない効果を有する。
【０２４８】
　また、本発明は、上記画像表示装置を具えた、車両、航空機、船舶等の移動体の、窓、
扉、天井、床、内壁、外壁、仕切り等の構成物である。
【０２４９】
　本発明の画像表示装置は軽量可撓で透明化も可能であるゆえに、それら建築構造物に容
易に付加することが可能である。さらに、画像を表示しないときには建築構造物としての
外観を損なうことがない効果を有する。移動体の外界を監視、観察するための透明な窓に
本発明の透明化した画像表示装置を用いる場合、必要なときのみに情報画像を表示し、不
要なときには外界の監視、観察を損なわない効果を有する。
【０２５０】
　また、本発明は、上記画像表示装置を具えた、公共交通機関車両内の広告手段や街中の
広告板、広告塔等の広告機器である。本発明の画像表示装置は、従来、主として印刷物な
ど可変性のない媒体によって担われて来たそれらに広告機器に、随時変更可能であるばか
りか、動画による表現も可能である。
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（実施例）
　以下、本発明の実施例について説明する。
【０２５１】
　まず、本発明に適用できる非晶質酸化物を利用したＴＦＴの形成方法について説明する
。
【０２５２】
（非晶質Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－ＯＴＦＴの形成）
　スパッタ法により、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４組成を有する多結晶焼結体をターゲット
として、表面処理を施したポリエーテルサルフィン系の透明プラスチック基板上に５０ｎ
ｍの膜厚のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系非晶質酸化物半導体膜を堆積する。
【０２５３】
　チャンバー内酸素分圧は５×１０－２Ｐａ、基板温度は２５℃である。この非晶質酸化
物半導体膜をフォトリソグラフィー法で３０μｍ×１５μｍの島にパターニングする。
【０２５４】
　次に、同じ成膜法とパターニング法により、この島の長辺方向と平行に、５０ｎｍ厚の
ＩＴＯ膜からなる３５μｍ×１０μｍと３０μｍ×１０μｍの二種類の島を互いに非晶質
酸化物半導体膜の島の中央で５μｍの間隔を空けて形成する。
【０２５５】
　ただし、これらＩＴＯ膜の島はそれぞれ長辺方向の端を３０μｍ×１０μｍの非晶質酸
化物半導体膜の島と位置を合わせる。
【０２５６】
　すなわち、３０μｍ×１０μｍの非晶質酸化物半導体膜の島は、短辺方向両端の３０μ
ｍ×５μｍの領域でＩＴＯ膜と接している。
【０２５７】
　３５μｍ×１０μｍのＩＴＯ膜の島は、短辺方向に５μｍ、長辺方向片側に５μｍほど
非晶質酸化物半導体膜の島からはみ出し、３０μｍ×１０μｍのＩＴＯ膜の島は短辺方向
にのみ５μｍほど非晶質酸化物半導体膜の島からはみ出している。
【０２５８】
　次に同様の方法で、１００ｎｍ厚のＹ２Ｏ３膜を４０μｍ×１５μｍの島として、３０
μｍ×１５μｍの非晶質酸化物半導体膜の島と、重心と長辺を合わせて設ける。
【０２５９】
　最後に、同じく５０ｎｍ厚のＩＴＯ膜を３０μｍ×５μｍの島として、３０μｍ×１５
μｍの非晶質酸化物半導体膜の島の中央に長辺を平行にして形成する。
【０２６０】
　以上の工程により、３５μｍ×１０μｍと３０μｍ×１０μｍのＩＴＯ膜の島がそれぞ
れソース電極およびドレイン電極となる。これら両島の間隙に位置する非晶質酸化物半導
体膜がチャネル領域となり、Ｙ２Ｏ３膜がゲート絶縁層となる。そして、最上部にある３
０μｍ×５μｍのＩＴＯ膜の島がゲート電極となる。このように、電界効果型のｎ－チャ
ネルＴＦＴが構成されている。
【０２６１】
　このようなＴＦＴは、電界効果移動度が５ｃｍ２Ｖ－１ｓ－１、閾値電圧が１Ｖ、オン
／オフ比が３桁以上程度の特性を示す。
【０２６２】
　なお、本発明の一実施形態のように、光透過性の基体に用いる場合、たとえば、眼鏡型
の情報機器や、建築構造物、移動体の窓などのような光透過性の部材として用いる場合、
いわゆるシースルーの画像表示機器が提供可能となる。
【０２６３】
　本発明に係る電界効果型トランジスタは、活性層を含めて、可視光に対して透明、ある
いは透光性を有するために、上記窓を透過した外光と本発明の装置、機器の表示画像を同
一の光軸上に見ることができるからである。
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（実施例１：上記ＴＦＴを用いた光制御素子の作製）
　上記ＴＦＴにおいて、ドレイン電極をなすＩＴＯ膜の島の短辺を１００μｍまで延長し
、延長された９０μｍの部分を残し、ソース電極およびゲート電極への配線を確保した上
で、ＴＦＴを絶縁層で被覆する。
【０２６４】
　この上にポリイミド膜（配向膜）を塗布し、ラビング工程を施す。
【０２６５】
　一方で、同じくプラスチック基板上にＩＴＯ膜とポリイミド膜を形成し、ラビング工程
を施したものを用意する。上記ＴＦＴを形成した基板と別途用意した基板とを、５μｍの
空隙を空けて対向して配置し、ここにネマチック液晶を注入する。
【０２６６】
　さらにこの構造体の両側に一対の偏光板を設ける。
【０２６７】
　ここで、ＴＦＴのソース電極に電圧を印加し、ゲート電極の印加電圧を変化させると、
ドレイン電極から延長されたＩＴＯ膜の島の一部である３０μｍ×９０μｍの領域のみ、
光透過率が変化する。
【０２６８】
　またその透過率は、ＴＦＴがオン状態となるゲート電圧の下ではソース－ドレイン間電
圧によっても連続的に変化させることができる。
【０２６９】
　本実施例において、ＴＦＴを形成する基板として白色のプラスチック基板を用い、ＴＦ
Ｔの各電極を金に置き換える。そして、ポリイミド膜と偏光板を用いずに、白色と透明の
プラスチック基板の空隙に、粒子と流体を絶縁性皮膜にて被覆したカプセルを充填させる
。粒子としては電気泳動粒子を用いる。
【０２７０】
　上述したＴＦＴによって、延長されたドレイン電極と上部のＩＴＯ膜間の電圧が制御さ
れる。カプセル内の粒子が上下に移動することによって、透明基板側から見た延長された
ドレイン電極領域の反射率を制御することができる。
【０２７１】
　また、本実施例において、ＴＦＴを複数隣接して形成して、たとえば、通常の４トラン
ジスタ１キャパシタ構成の電流制御回路を構成する。そして、その最終段トランジスタの
ひとつに、図７で示したＴＦＴを用いて、発光素子を駆動することもできる。
【０２７２】
　たとえば、上述のＩＴＯ膜をドレイン電極とするＴＦＴを用い、ドレイン電極から延長
されたＩＴＯ膜の島の一部である３０μｍ×９０μｍの領域に電荷注入層と発光層からな
る有機エレクトロルミネッセンス素子を形成する。
（実施例２：上記光制御素子を用いる画像表示装置）
　上述の光制御素子を二次元に配列させる。たとえば、実施例１の光透過率制御素子もし
くは光反射率制御素子を用いる。
【０２７３】
　ＴＦＴを含めて約３０μｍ×１１５μｍの面積を占める光制御素子を、短辺方向に４０
μｍピッチ、長辺方向に１２０μｍピッチでそれぞれ７４２５×１７９０個方形配列する
。長辺方向に７４２５個のＴＦＴのゲート電極を貫くゲート配線を１７９０本設ける。そ
して、１７９０個のＴＦＴのソース電極が、非晶質酸化物半導体膜の島から５μｍはみ出
した部分を短辺方向に貫く信号配線を７４２５本設ける。
【０２７４】
　それぞれを、ゲートドライバ回路、ソースドライバ回路に接続する。さらに各光制御素
子と同サイズで位置を合わせＲＧＢが長辺方向に反復するカラーフィルタを表面に設ける
。こうして、約２１１ｐｐｉでＡ４サイズのアクティブマトリックス型カラー画像表示装
置を構成することができる。
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【０２７５】
　また、実施例１の発光素子を用いる光制御素子においても、ひとつの光制御素子に含ま
れる４つのＴＦＴの内、第一ＴＦＴのゲート電極をゲート線に配線し、第二ＴＦＴのソー
ス電極を信号線に配線する。さらに、発光素子の発光波長を、長辺方向にＲＧＢで反復さ
せれば、同じ解像度の発光型カラー画像表示装置を構成することができる。
【０２７６】
　ここで、アクティブマトリックスを駆動するドライバ回路は、画素のＴＦＴと同じ本発
明のＴＦＴを用いて構成しても良いし、既存のＩＣチップを用いても良い。
（実施例３：上記画像表示装置を具える機器）
　上述の画像表示装置に放送受信装置、音声画像処理装置など放送動画表示機器置に必須
の装置を付加し、電源やインタフェイスとともに薄型の筐体に収める。これにより軽量薄
型で落下や衝撃に対して安全性の高い放送動画表示機器を提供する。
【０２７７】
　また、上述の画像表示装置に中央プロセッサ、記憶装置、ネットワーク装置などデジタ
ル情報処理機器に必須の装置を接続し、電源やインタフェイスとともに薄型の筐体に収め
る。これにより軽量薄型で可搬性の高い一体型デジタル情報処理機器を提供する。
【０２７８】
　また、上述の画像表示装置の面積と光制御素子数を減じて、対角で２－５インチ程度に
制限し、これにプロセッサ、記憶装置、ネットワーク装置など携帯型情報機器に必須の装
置を接続し、電源やインタフェイスとともに小型で薄型の筐体に収める。これにより軽量
小型薄型で落下や衝撃に対して安全性の高い携帯型情報機器を提供する。
【０２７９】
　また、同様の小型画像表示装置に撮像装置、記憶装置、信号処理装置など撮像機器に必
須の装置を接続し、電源やインタフェイスとともに小型で軽量の筐体に収める。これによ
り軽量小型で落下や衝撃に対して安全性の高い撮像機器を提供する。
【０２８０】
　また、逆にひとつの光制御素子のサイズを拡大すると共に、表示面積を拡大した画像表
示装置を、上述の建築構造物に添付するか、組み込むことにより、任意の画像を表示する
ことが可能なそれら建築構造物を提供する。
【０２８１】
　また、上述の画像表示装置を移動体の構成物として組み込むことにより、任意の画像を
表示することが可能なそれら移動体の構成物を提供する。
【０２８２】
　また、上述の画像表示装置を広告機器の一部として組み込むことにより、任意の画像を
表示することが可能なそれら広告機器を提供する。
【産業上の利用可能性】
【０２８３】
　本発明に係る光制御素子および画像表示装置は、軽量薄型で破損に対する安全性の高い
放送動画表示機器、デジタル情報処理機器、携帯情報機器、撮像機器、建築構造物、移動
体の構成物、広告機器等に広く利用することができる。
【符号の説明】
【０２８４】
１１　基体
１２　非晶質酸化物半導体膜
１３　ソース電極
１４　ドレイン電極
１５　ゲート絶縁膜
１６　ゲート電極
１７　層間絶縁膜
１８　電極
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１９　発光層
２０　電極
２１，２２　高抵抗膜
２３　液晶セル又は電気泳動型粒子セル

【図１】 【図２】



(30) JP 5401570 B2 2014.1.29

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(31) JP 5401570 B2 2014.1.29

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(32) JP 5401570 B2 2014.1.29

10

20

30

40

フロントページの続き

(74)代理人  100096688
            弁理士　本宮　照久
(74)代理人  100107401
            弁理士　高橋　誠一郎
(74)代理人  100106183
            弁理士　吉澤　弘司
(74)代理人  100128668
            弁理士　齋藤　正巳
(74)代理人  100134393
            弁理士　木村　克彦
(74)代理人  100160967
            弁理士　▲濱▼口　岳久
(72)発明者  雲見　日出也
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者  細野　秀雄
            神奈川県横浜市緑区長津田町４２５９　国立大学法人東京工業大学内
(72)発明者  神谷　利夫
            神奈川県横浜市緑区長津田町４２５９　国立大学法人東京工業大学内
(72)発明者  野村　研二
            神奈川県横浜市緑区長津田町４２５９　国立大学法人東京工業大学内

    審査官  棚田　一也

(56)参考文献  特開平０５－２５１７０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２８９８５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２７３６１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１７９１９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１０３９５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００５／０８８７２６（ＷＯ，Ａ１）　　
              神谷利夫、野村研二、高木章宏、太田裕道、柳博、平野正浩、細野秀雄，高移動度(>10cm2/Vs)
              を有するアモルファス酸化物半導体InGaZnO4の室温製膜とキャリア輸送特性，２００４年（平成
              １６年）秋季第６５回応用物理学会学術講演予稿集，日本，応用物理学会，２００４年　９月　
              １日，第２分冊，791

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２９／７８６　　　
              Ｇ０９Ｆ　　　９／３０　　　　
              Ｇ０９Ｆ　　　９／３７　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／２０３　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３３６　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

